
�� �� ����� �平成２０年度法人税法改正で主な改正点２点についてご説明致します。�

�≪１≫減価償却制度の改正（機械及び装置の耐用年数区分の見直し）�
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�＊これにより機械の耐用年数が一律（細目が特掲されているものを除く）となります。�①償却年数が以前よりすべて短くなるとは限りません。（上記図を確認）�②機械及び装置の数が多い業種は前期と償却費が大きく変わる事もあるので詳しくは  監査担当者にご確認ください。�
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�≪２≫リース税制� 所有権移転ファイナンスリース取引�（リース期間終了後などにリース資産の所有権が借手に移転しない取引のこと）� 改正前（賃貸借処理）      損益計算書   リース料／現預金� �改正後（売買処理）       貸借対照表   リース資産／長期未払金�                        （リース取引締結時）�                         長期未払金／現預金�                         （毎月の支払時）�
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��� �  会計処理は変更となりますが損金になる金額はこれまでの賃貸借処理と特に変更はありません。����
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����～編集後記～�先日、「百年に一度」の規模をはるかに超える豪雨が降り、県内では浅野川が氾濫し、県外でも豪雨や突風による死者が出るなど、各地で大変なことになりました。皆様方は大丈夫でしたでしょうか？ 災害はいつ起こるか分かりません。自然の力の偉大さに驚きと恐怖を感じると同時に、職場や家庭においても、災害対策に関心を持たなければと強く感じる出来事でした。�


